
【生徒引き渡し計画】

１ 公共交通機関に影響があり、道路状況等、安全が確認されない場合は、学校に留め置き、保護者に

引き渡す。道路状況等の安全が確認され、自転車、徒歩、公共交通機関など自力で下校できる場合は

下校させる。

２ 大きな災害発生時（特に直後）には、通信機器等の使用がほぼ不可能になることもある。十分確認

がとれるまで落ち着いて行動する。普段より緊急時の連絡方法など、家庭内や学校でも話し合い備え

ておく。

・学校施設の被害状況調査

被害状況の把握 ・安全確認

・危険箇所の確認と閉鎖

地域の状況の把握 ・通学路等の点検

報 安全確認 ・地震の規模・余震の可能性と規模等の二次災害の危険性

告 等の情報収集。

・地域や校区の被害状況・危険箇所等関係機関への連絡

・交通機関の運行状況等

下校の判断 ・生徒の避難後の対応決定（生徒を保護者に引渡す場合

の連絡方法等、学校と保護者との共通理解を図る。）

・下校方法の判断

帰宅 留置き（引渡し） ・帰宅困難な場合、保護者との連絡が取れない場合は引き

続き留め置く。

保護者へ連絡 ※通信機器の混乱などにより、連絡手段が困難な場合も

できるだけ早く学校よりＨＰ等によって情報発信する予定
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